
総社市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和元年９月２０日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第３３号    

 

総社市建築基準法施行細則の一部を改正する規則   

 

総社市建築基準法施行細則（平成１７年総社市規則第１５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存

在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（名義変更等） 

第５条 建築主は，法第６条第１項（法第８７条の４又は法第８８条第１項若し

くは第２項において準用される場合を含む。）又は法第６条の２第１項（法第

８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用される場合を含

む。）の規定により確認済証の交付を受けた建築物，建築設備又は工作物につ

いて，当該工事を完了する前に次の各号のいずれかに該当する変更等があった

ときは，名義変更等届を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければなら

ない。 

(１)～(４) 略 

２ 略 

（取りやめ届等） 

第６条 法第６条第１項（法第８７条第１項，法第８７条の４又は法第８８条第

１項若しくは第２項において準用される場合を含む。）又は法第６条の２第１

項（法第８７条第１項，法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項

において準用される場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けた者は，

当該確認済証の交付を受けた建築物，建築設備又は工作物の工事を取りやめた

ときは，遅滞なく工事取りやめ届に確認済証を添えて建築主事又は指定確認検

 

（名義変更等） 

第５条 建築主は，法第６条第１項（法第８７条の２又は法第８８条第１項若し

くは第２項において準用される場合を含む。）又は法第６条の２第１項（法第

８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用される場合を含

む。）の規定により確認済証の交付を受けた建築物，建築設備又は工作物につ

いて，当該工事を完了する前に次の各号のいずれかに該当する変更等があった

ときは，名義変更等届を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければなら

ない。 

(１)～(４) 略 

２ 略 

（取りやめ届等） 

第６条 法第６条第１項（法第８７条第１項，法第８７条の２又は法第８８条第

１項若しくは第２項において準用される場合を含む。）又は法第６条の２第１

項（法第８７条第１項，法第８７条の２又は法第８８条第１項若しくは第２項

において準用される場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けた者は，

当該確認済証の交付を受けた建築物，建築設備又は工作物の工事を取りやめた

ときは，遅滞なく工事取りやめ届に確認済証を添えて建築主事又は指定確認検



改 正 後 改 正 前 

査機関に提出しなければならない。 

２及び３ 略 

 

（許可申請の添付図書等） 

第８条 法第４３条第２項第２号，法第４４条第１項第２号若しくは第４号，法

第４７条ただし書，法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただ

し書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，

第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項ただし書，第

１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第１４項ただし書（法第８７条第

２項又は第３項において準用する場合を含む。），法第５１条ただし書（法第

８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。），法第５２条第１０

項，第１１項若しくは第１４項，法第５３条第６項第３号，法第５３条の２第

１項第３号若しくは第４号（法第５７条の５第３項において準用する場合を含

む。），法第５５条第３項各号，法第５６条の２第１項ただし書，法第５７条

の４第１項ただし書，法第５９条第１項第３号若しくは第４項，法第５９条の

２第１項，法第６０条の２第１項第３号，法第６７条第３項第２号，第５項第

２号若しくは第９項第２号，法第６８条第１項第２号，第２項第２号若しくは

第３項第２号，法第６８条の３第４項，法第６８条の５の３第２項，法第６８

条の７第５項，法第８５条第３項，第５項若しくは第６項又は法第８７条の３

第３項，第５項若しくは第６項の規定による許可を申請しようとする者は，当

該申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市

長に提出するものとする。 

(１)及び(２) 略 

(３) 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項た

だし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，第８項ただし

書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただ

し書，第１３項ただし書又は第１４項ただし書の規定による許可を申請しよ

うとする者にあっては，危険物の数量表兼工場・事業調書 

(４)及び(５) 略 

２ 法第５３条第４項又は第５項の規定による許可を申請しようとする者は，当

該申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市

長に提出するものとする。 

査機関に提出しなければならない。 

２及び３ 略 

 

（許可申請の添付図書等） 

第８条 法第４３条第２項第２号，法第４４条第１項第２号若しくは第４号，法

第４７条ただし書，法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただ

し書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，

第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項ただし書，第

１２項ただし書若しくは第１３項ただし書（法第８７条第２項又は第３項にお

いて準用する場合を含む。），法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第

３項において準用する場合を含む。），法第５２条第１０項，第１１項若しく

は第１４項，法第５３条第５項第３号，法第５３条の２第１項第３号若しくは

第４号（法第５７条の５第３項において準用する場合を含む。），法第５５条

第３項各号，法第５６条の２第１項ただし書，法第５７条の４第１項ただし書，

法第５９条第１項第３号若しくは第４項，法第５９条の２第１項，法第６０条

の２第１項第３号，法第６７条の３第３項第２号，第５項第２号若しくは第９

項第２号，法第６８条第１項第２号，第２項第２号若しくは第３項第２号，法

第６８条の３第４項，法第６８条の５の３第２項，法第６８条の７第５項又は

法第８５条第３項，第５項若しくは第６項の規定による許可を申請しようとす

る者は，当該申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を

添えて，市長に提出するものとする。 

 

(１)及び(２) 略 

(３) 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項た

だし書，第５項ただし書又は第６項ただし書の規定による許可を申請しよう

とする者にあっては，危険物の数量表兼工場・事業調書 

 

 

 (４)及び(５) 略 

２ 法第５３条第４項の規定による許可を申請しようとする者は，当該申請書の

正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出す

るものとする。 



改 正 後 改 正 前 

（１）次の表に掲げる図書 

図書の種類 明示すべき事項 

 略 

配置図 縮尺，方位，敷地境界線，壁面線又は法第５３条第４項

又は第５項第２号若しくは第３号に規定する壁面の位

置の制限として定められた限度の線（以下この表におい

て「壁面線等」という。）の位置及び建築物と壁面線等

との距離，敷地内における建築物の位置，用途，構造及

び階数，門又は塀の位置，高さ及び材料，敷地に接する

道路の位置及び幅員又は敷地周囲の通路及び空地の配

置並びに緑地の配置状況 

 略 

(２)～(４) 略 

３ 法第８８条第２項において準用する法第４８条第１項ただし書，第２項ただ

し書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，

第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１

１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第１４項ただし

書，法第５１条ただし書又は法第８７条第２項若しくは第３項中法第４８条第

１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項た

だし書，第６項ただし書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，

第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書

若しくは第１４項ただし書又は法第５１条ただし書に関する部分の規定による

許可を申請しようとする者は，当該申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に

掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出するものとする。 

(１)及び(２) 略 

 

（１）次の表に掲げる図書 

図書の種類 明示すべき事項 

 略 

配置図 縮尺，方位，敷地境界線，壁面線又は法第５３条第４項

に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の

線（以下この表において「壁面線等」という。）の位置

及び建築物と壁面線等との距離，敷地内における建築物

の位置，用途，構造及び階数，門又は塀の位置，高さ及

び材料，敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周囲

の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況 

 

 略 

 (２)～(４) 略 

３ 法第８８条第２項において準用する法第４８条第１項ただし書，第２項ただ

し書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，

第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１

１項ただし書，第１２項ただし書若しくは第１３項ただし書，法第５１条ただ

し書又は法第８７条第２項若しくは第３項中法第４８条第１項ただし書，第２

項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただ

し書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，

第１１項ただし書，第１２項ただし書若しくは第１３項ただし書若しくは法第

５１条ただし書に関する部分の規定による許可を申請しようとする者は，当該

申請書の正本及び副本に，それぞれ，次に掲げる図書又は書面を添えて，市長

に提出するものとする。 

 (１)及び(２) 略 

 

 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 


